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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第63期

第１四半期連結累計(会計)期間
第62期

会計期間
自　平成20年４月１日

至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日

売上高 （百万円） 25,271　 154,838　

経常利益 （百万円） 2,598　 15,532　

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,122　 8,670　

純資産額 （百万円） 156,240　 155,863　

総資産額 （百万円） 215,587　 211,774　

１株当たり純資産額 （円） 2,310.32　 2,304.73　

１株当たり四半期（当期）
純利益

（円） 16.59　 127.39　

潜在株式調整後１株当たり四
半期（当期）純利益

（円） －　 －　

自己資本比率 （％） 72.5　 73.6　

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △444　 21,008　

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 143　 △2,020　

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △1,019　 △4,797　

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） 41,565　 42,100　

従業員数 （人） 2,567　 2,506　

(注) １　売上高には消費税等を含んでおりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２ 【事業の内容】

　当第1四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に

重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第1四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 2,567

(注)　従業員数は就業人員であります。

　

　

(2)　提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 1,487

(注)　従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

　当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

　

　生産高(百万円)

印刷機械製造及び販売部門 26,201

修理加工及び中古製品販売部門 4,426

合計 30,628

(注) １　金額は平均販売価格で表示しております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３　生産高の内、外貨建分については当第1四半期連結会計期間期中平均レートにて換算しております。

　

(2)　受注実績

　当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

　

　受注高(百万円) 　受注残高(百万円)

印刷機械製造及び販売部門 28,857 66,625

修理加工及び中古製品販売部門 4,210 1,207

合計 33,067 67,832

(注) １　受注残高には、見込み受注分は含まれておりません。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３　受注高の内、外貨建分については当第1四半期連結会計期間期中平均レートにて換算しております。

　　また受注残高の内、外貨建分については当第1四半期連結会計期間期末日レートにて換算しております。

　

(3)　販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

　

　販売高(百万円)

印刷機械製造及び販売部門 21,128

修理加工及び中古製品販売部門 4,143

合計 25,271

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別の販売高については総販売高の100分の10以上の相手先がないため記載を省略しております。

３　当第1四半期連結会計期間販売高の内、外貨建分については当第１四半期連結会計期間期中平均レートにて換

算しております。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　　　該当事項はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

　

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

EDINET提出書類

株式会社小森コーポレーション(E01667)

四半期報告書

 4/33



(1)　経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比18.1％減少の25,271百万円となりました。地域別連

結売上高の概況は次の通りであります。

　

地域別連結売上高の概況

（単位：百万円）

当連結第１四半期

(20.4.1～20.6.30)

前連結第１四半期

（参考）

(19.4.1～19.6.30)

増減率（％）

売上高 25,271 30,848 △18.1%

内訳

国内 6,549 6,665 △1.7%

米州 3,893 4,812 △19.1%

欧州 7,502 9,477 △20.8%

アジア 6,036 5,888 2.5%

その他地域 1,290 4,006 △67.8%

　

国内では、景気の持続的減速と原料価格高騰のため、印刷業界の設備投資意欲は後退していました。売

上高は、前期に枚葉機の売上計上基準を出荷基準から検収基準へ変更したことで、前年第１四半期の売上

高が低く計上されるという一時的マイナス要因があったため、当期はその分がプラス要因となりました

が、景気減速による売上減少がそのプラス要因を上回ったため、前年同期比で1.7％減少の6,549百万円と

なりました。

　

米州のうち、米国では、金融不安と景気停滞が持続する中、米国政府が緊急導入した投資減税策にもか

かわらず、印刷業界は設備投資には慎重でした。売上高は、日本同様、前期には枚葉機の売上計上基準を変

更したことで、枚葉機の売上高が低く計上されていましたので、枚葉機の売上高は前年同期を上回りまし

たが、前年同期にあった輪転機の売上が当四半期にはなかったため、売上高全体では前年同期比34.1％減

少の2,795百万円となりました。一方、中南米では、受注・売上ともに前年からの好調さを持続し売上高は

前年同期比92.5％増の1,098百万円となりましたが、米国の減少分を補うには至らず、米州全体としては、

売上高は前年同期比19.1％%減少の3,893百万円となりました。

　

欧州では、成長市場である中・東欧周辺諸国は引き続き需要は堅調でしたが、成熟市場の西欧先進諸国

では世界経済減速の影響を受け、設備投資意欲は弱含みで推移していました。売上高では、前年同期に計

上されていた輪転機の売上がなかったことを含めて、西欧先進諸国と中・東欧周辺諸国の双方において

前年同期を下回ったために、全体では前年同期比20.8%減少の7,502百万円となりました。

　

アジアにおいても、中華圏・アセアン・インドなど、全般的に世界経済減速の影響を受けましたが、拡

大基調の内需を受けて売上高は前年を上回ることができ、前年同期比2.5%増加の6,036百万円となりまし

た。

　

その他地域では、前年同期にオセアニア・中近東地域で売上が大きく伸びた反動で、売上高は前年同期

比67.8%減少の1,290百万円となりました。

　

一方費用面では、売上原価率は前年同期比で改善しましたが、５月末からドイツで開催された４年に一

度の世界最大の印刷機材展であるdrupa2008への出展費用を含めた販売費及び一般管理費が、前年同期比
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で8.0％増加し8,673百万円となりました。

　

以上の結果、当第1四半期の営業利益は、前年同期比84.1％減少し、387百万円となりました。経常利益

は、前年同期を上回る1,986百万円の為替差益が計上されましたが、営業利益減少を受けて前年同期比

39.1％減少の2,598百万円となりました。四半期純利益は前年同期比58.7％減少の1,122百万円となりま

した。

　

なお、当社グループの事業は印刷機械の製造、販売並びに修理加工等を行なっており、単一のセグメン

トに基づいておりますので、事業の種類別セグメント情報は開示しておりません。

　

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

所在地別セグメントの日本には、日本の国内売上と日本から海外の代理店地域への直接売上が計上

されております。同代理店地域には、香港・台湾を除くアジア（中国本土、アセアン、インド等）と中南

米等が含まれております。上記記載のそれぞれの地域での業績を反映した結果、所在地別セグメントの

日本の売上高は25,508百万円となり、営業利益は2,503百万円となりました。

②米州

所在地別セグメントの米州には、米国の販売子会社の売上が計上されております。地域別売上高の概

況で述べました米国の状況の結果、売上高は2,695百万円となり、営業損失は358百万円となりました。

③欧州

所在地別セグメントの欧州には、欧州の販売子会社及び生産子会社の売上が計上されております。地

域別売上高の概況で述べました欧州の状況の結果、売上高は8,724百万円となり、営業損失は337百万円

となりました。

④その他地域

所在地別セグメントのその他地域には、香港、台湾及びオーストラリアの販売子会社の売上が計上さ

れております。この内、香港と台湾は、前期の受注残が順調に売上につながり、ほぼ前年同期並みの売上

高となりましたが、オーストラリアは、前年同期に売上高が急増した反動で、大幅減となりました。その

結果、合計としての売上高は2,411百万円となり、営業損失は33百万円となりました。

　

(2)　財政状態の分析

（総資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ3,813百万円増加して215,587

百万円となりました。資産の主な増加要因としては、棚卸資産の9,271百万円の増加が受取手形及び売掛

金の9,110百万円の減少を上回ったこと、流動資産のその他に含まれる短期繰延税金資産の1,479百万円

の増加等があげられます。

（負債及び純資産）

当第１四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比べ3,435百万円増加して59,347百

万円となりました。負債の主な増加要因としては、流動負債のその他に含まれる未払金・未払費用の

1,656百万円の増加、短期借入金の473百万円の増加等があげられます。

当第１四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末に比べ377百万円増加して156,240百

万円となりました。純資産の主な増加要因は、その他有価証券評価差額金の471百万円増加等によります。

（自己資本比率）
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当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.1％減少して、

72.5％となりました。

（１株当たり純資産額）

当第１四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べ５円59銭増加

して2,310円32銭となりました。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

営業活動により得られた資金は、444百万円の支出となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半

期純利益2,544百万円、売上債権の減少額10,964百万円であり、支出の主な内訳は棚卸資産の増加額8,984

百万円、法人税等の支払額3,216百万円、税金等調整前四半期純利益に含まれている為替評価益2,248百万

円のキャッシュ・フロー上の除外等であります。

投資活動に使用された資金は、143百万円の収入となりました。主な支出は、固定資産の取得186百万円

であり、主な収入は有価証券の償還による収入300百万円であります。

財務活動に使用された資金は、1,019百万円の支出となりました。主な支出は、配当金の支払額1,352百

万円であります。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ

534百万円減少し、41,565百万円となりました。

　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

株式会社の支配に関する基本方針

　

当社は、平成19年4月23日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

のあり方に関する基本方針」を決議いたしました。その概要は以下のとおりです。

１．基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値のさまざまな源

泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。

上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が原則であり、当社の財務及び事

業の方針の決定を支配する者の在り方についても、当社株式の自由な取引により決定されることを基本

としております。従いまして、当社株式の大規模な買付行為等についても一概に否定するものではなく、

買付提案に応じるか否かの判断は、株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。

しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に

大規模買付提案またはこれに類似する行為を強行する動きが現れ始めております。これら株式の大規模

な買付提案の中には、あきらかに濫用目的によるものや、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあ

るもの等、企業価値・株主共同の利益を毀損する重大なおそれをもたらす者も想定されます。

このような買付提案を行う者は、当社財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると

判断します。

　

２．基本方針の実現に資する特別な取組み
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当社は、１９２３年の創業以来、印刷機械システムの専業メーカーとして、品質と信頼を至上とするも

のづくりの原点にこだわり、世界各国へ高品質・高性能の印刷機械システムを提供しております。

当社の経営理念は、『顧客感動企業』の実現を目指すことです。『顧客感動企業』とは、

「顧客感動創造活動」を通じて、

① 世界中のお客様に感動していただける商品とサービスを提供し続けることにより、社会文化の発展

に寄与する。

② 環境の保全と企業倫理を重視し、人間性を尊重した企業を目指す。

③ ＫＯＭＯＲＩで働く私たち全員が能力を発揮し、やりがいのある組織活動を通じて、成長し続ける

元気のある企業を目指す。

の三項目を実現することです。

このため、当社は、２００３年１０月から「第Ⅰ期中期経営計画」をスタートさせ、「収益力の向上」

と「財務体質の強化」を主軸に全力で取り組んでまいりました。これらの一環として「世界一の印刷機

械生産体制の構築」を目的に建設した「つくばプラント」が２００５年１２月より本格稼動いたしまし

た。これにより、受注増に合わせた増産対応を可能とするとともに、卓越した製品の提供、納期への一層柔

軟な対応が可能となりました。「第Ⅰ期中期経営計画」の成果と課題を踏まえて２００６年４月から

「第Ⅱ期中期経営計画」をキックオフしております。本中期経営計画においては、更なる飛躍のための基

本戦略として①卓越した製品とサービスの創造と提供、②グローバル企業としての人材育成とマネージ

メントシステムの構築、③収益基盤の確立と財務体質の強化を掲げております。これにより世界に通じる

ブランド力を構築し、将来に向けた当社の企業価値向上を図ってまいります。

また、当社は長期的展望に立ち、経営基盤の充実と将来の事業拡大のための内部留保の確保を念頭にお

きながら、株主の皆様に対し、安定した利益還元を継続的に行うことを最重要課題の一つと認識しており

ます。この方針のもと、配当は当期純利益（連結）の３０％の配当性向を目指して努力していきたいと考

えております。また自己株式の取得についても株主価値向上を通じた株主還元として、適宜実施したいと

考えております。

当社は今後もオフセット印刷機械のリーディングカンパニーとして『顧客感動企業』の実現を目指

し、ブランド力の向上と企業価値・株主共同の利益向上に向け経営陣・社員一丸となって取り組んでま

いります。

　

３．基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

当社は、平成19年4月23日開催の取締役会において「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」

（以下、「本プラン」といいます。）の導入を決議し、平成19年6月26日開催の第61回定時株主総会におけ

る承認をもって、同日本プランは発効いたしました。

本プランは、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様が適切な判断をする

ために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定のルール（以下、「大規模買付ルール」

といいます。）に従って行われることが企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考えます。従い、

基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合、対抗措置を取ることにより大

規模買付行為に対抗する場合があります。

この対抗措置の発動に先立ち、取締役会は独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独

立委員会は当社の企業価値・株主共同の利益向上の観点から当社取締役会に対し対抗措置を発動するこ

とについての勧告を行います。独立委員会の委員は3名で、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の

業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役2名、社外有識者1名で構成されています。

本プランの対象となる当社株券等の買付とは、特定株主グループの議決権割合を２０％以上とするこ
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とを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が２０％以上

となる当社株券等の買付行為をいいます。　

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行為の提

案に先立ち、当社の定める書式による意向表明書を当社取締役会に提出していただきます。当社取締役会

は、意向表明書を受領した日から１０営業日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する情

報として当社取締役会への提出を求める事項について記載した書面を交付し、大規模買付者には、当該書

面に従い、大規模買付行為に関する情報（以下「評価必要情報」といいます。）を当社取締役会が適切と

判断する期限までに当社取締役会に書面にて提出していただきます。

当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するための必要十分な評価必要情報が大規模買付者か

ら提出されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともに、その旨を開示いた

します。

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反

対であったとしても、当該買付提案について反対意見を表明したり、代替案を提示するに留め、原則とし

て当該大規模買付行為に対する対抗措置は取りません。但し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗

措置の発動を決定することができるものとします。

一方、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわ

らず、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置を取ることにより大規模買

付行為に対抗する場合があります。

本プランの有効期限は、平成２２年６月３０日までに開催される当社第６４回定時株主総会の終結の

時までですが、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または、②当社取

締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で本プランは廃止されるもの

とします。

　

４．具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

① 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成１７年５月２７日に発表した企業価値・株主共同の利益

の確保または向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保

・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。

② 株主共同の利益を損なうものではないこと

本プランは、当社株券等に対する買付け等がなされた際に、当該買付に応じるべきか否かを株主の皆様

が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様

のために買付者等と交渉を行う等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

③ 株主意思を反映するものであること

当社は平成19年６月２６日に開催した当社定時株主総会において、本プランに関する株主の皆様のご

意思をご確認させていただくため、本プランについて議案としてお諮りし原案通り承認決議いただきま

したので、株主の皆様のご意向が反映されたものとなっております。　　　

④ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

本プランにおける対抗措置の発動は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成され

る独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に適うように本プランの透明な運用を担保するための手続も確保されております。
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(5)　研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は1,542百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画は以下の通りで

す。

会社名
事業所名
(所在地)

設備の
内容

投資予定総額
（百万円）

資金調達
方法

着工
予定時期

完成
予定時期

効果

提出会社
つくば工場
(茨城県つくば
市)

工場増築(現つくばプ
ラント内)および組立
メインラインの延長

10,000自己資金
平成20年
９月

平成21年
12月

50％の生産能力増強、
製造コストの削減、品
質の向上
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 295,500,000

計 295,500,000

　

②　【発行済株式】

　

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成20年６月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成20年８月８日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 68,292,340 68,292,340

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら限
定のない当社における
標準となる株式

計 68,292,340 68,292,340－ －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

 
平成20年６月30日

 
― 68,292,340 ― 37,714 ― 37,797

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

（注）１.当第１四半期会計期間において、バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社およびその

関連会社である他３社から平成20年７月７日付で大量保有報告書（変更報告書）の提出があり、平

成20年６月30日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当

第１四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができておりません。

なお、当該変更報告書の内容は次のとおりです。

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

バークレイズ・グローバル・イ

ンベスターズ株式会社
東京都渋谷区広尾1丁目1-39 3,167 4.64

バークレイズ・グローバル・イ

ンベスターズ、エヌ・エイ

米国　カリフォルニア州　サンフランシスコ市

　ハワード・ストリート400
4,059 5.94

バークレイズ・グローバル・イ

ンベスターズ・リミテッド

英国　ロンドン市　ロイヤル・ミント・コート

1
　579 0.85

バークレイズ・キャピタル・セ

キュリティーズ・リミテッド

英国　ロンドン市　カナリーワーフ　ノース・

コロネード5
　 93 0.14

計 ― 7,900 11.57

　

　　　２.当第１四半期会計期間において、ゴールドマン・サックス証券株式会社の関連会社である３社から平

成20年６月５日付で大量保有報告書（変更報告書）の提出があり、平成20年５月30日現在で以下の

株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第１四半期会計期間末の実質

所有株式数の確認ができておりません。

なお、当該変更報告書の内容は次のとおりです。

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナル

Peterborough Court, 133 Fleet Street,

London EC4A 2BB UK
　 73 0.11

ゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント,エル.

ピー.

32 Old Slip, New York, New York,

 10005 U.S.A.
3,643 5.34

ゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント株式会社
東京都港区六本木6丁目10-1 1,055 1.55

計 ― 4,772 6.99
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(6) 【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成20年３月31日現在での株主名簿により記載しております。

①　【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

664,900
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

67,574,300
675,743 ―

単元未満株式
普通株式

53,140
― ―

発行済株式総数 68,292,340― ―

総株主の議決権 ― 675,743 ―

(注) 　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式40株が含まれております。

　

②　【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
㈱小森コーポレーション

東京都墨田区吾妻橋
３丁目11番１号

664,900 ― 664,900 0.97

計 ― 664,900 ― 664,900 0.97

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年４月 ５月 ６月

最高(円) 2,230 2,145 2,225

最低(円) 1,953 1,951 1,883

(注)　株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50号）

附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しておりま

す。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月

１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あらた監査法人により四半期レ

ビューを受けております。
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１　【四半期連結財務諸表】
(1)　【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 41,762 42,018

受取手形及び売掛金 41,164 50,275

有価証券 1,423 2,105

商品及び製品 30,883 23,546

原材料及び貯蔵品 8,369 7,486

仕掛品 13,135 12,083

その他 16,238 12,952

貸倒引当金 △473 △437

流動資産合計 152,503 150,030

固定資産

有形固定資産 ※１
 34,531

※１
 34,141

無形固定資産 1,138 1,024

投資その他の資産 ※３
 27,415

※３
 26,578

固定資産合計 63,084 61,744

資産合計 215,587 211,774

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 30,995 30,817

短期借入金 1,660 1,186

未払法人税等 3,195 3,623

債務保証損失引当金 2,275 2,068

その他の引当金 2,233 3,245

その他 16,411 13,123

流動負債合計 56,771 54,065

固定負債

引当金 773 1,205

その他 1,801 640

固定負債合計 2,575 1,845

負債合計 59,347 55,911
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(単位：百万円)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 37,714 37,714

資本剰余金 37,797 37,797

利益剰余金 81,344 81,579

自己株式 △1,393 △1,393

株主資本合計 155,462 155,697

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,793 1,322

為替換算調整勘定 △1,015 △1,156

評価・換算差額等合計 778 165

純資産合計 156,240 155,863

負債純資産合計 215,587 211,774
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(2)　【四半期連結損益計算書】
　　【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

売上高 25,271

売上原価 16,226

割賦販売未実現利益戻入額 15

売上総利益 9,060

販売費及び一般管理費 ※１
 8,673

営業利益 387

営業外収益

受取利息 85

受取配当金 140

為替差益 1,986

その他 123

営業外収益合計 2,336

営業外費用

支払利息 11

手形売却損 42

通貨スワップ損失 35

その他 34

営業外費用合計 124

経常利益 2,598

特別利益

固定資産売却益 4

特別利益合計 4

特別損失

固定資産除却損 9

投資有価証券評価損 48

特別損失合計 57

税金等調整前四半期純利益 2,544

法人税、住民税及び事業税 2,710

法人税等調整額 △1,288

法人税等合計 1,422

四半期純利益 1,122
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(3)　【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,544

減価償却費 709

貸倒引当金の増減額（△は減少） 82

賞与引当金の増減額（△は減少） △777

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45

受取利息及び受取配当金 △225

支払利息 11

為替差損益（△は益） △2,248

投資有価証券売却損益（△は益） △1

売上債権の増減額（△は増加） 10,964

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,984

仕入債務の増減額（△は減少） 272

その他 259

小計 2,551

利息及び配当金の受取額 232

利息の支払額 △11

法人税等の支払額 △3,216

営業活動によるキャッシュ・フロー △444

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △204

定期預金の払戻による収入 265

有形及び無形固定資産の取得による支出 △186

有形及び無形固定資産の売却による収入 12

有価証券の償還による収入 300

投資有価証券の取得による支出 △114

投資有価証券の売却による収入 17

貸付金の回収による収入 24

その他の支出 △127

その他の収入 156

投資活動によるキャッシュ・フロー 143

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 578

短期借入金の返済による支出 △60

長期借入金の返済による支出 △122

リース債務の返済による支出 △61

自己株式の純増減額（△は増加） △0

配当金の支払額 △1,352

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,019
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(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △534

現金及び現金同等物の期首残高 42,100

現金及び現金同等物の四半期末残高 41,565
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日)

会計方針の変更

（1）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しております。

　なお、この変更に伴う影響額は軽微であります。

 

（2）連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平

成18年５月17日　実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正

を行っております。

　なお、この変更に伴う影響額は軽微であります。

 

（3）リース取引に関する会計基準等の適用

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日

　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成６

年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間か

ら早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しており

ます。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法

によっております。

　なお、リース取引開始日が、適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期

首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控

除後）を取得価額として取得したものとしてリース資産に計上する方法によっております。

　この適用による、総資産への影響は軽微であり、損益への影響はありません。
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【簡便な会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日)

（1）一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

 

（2）棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。

 

（3）固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。

 

（4）経過勘定項目の算定方法

　固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算額

で計上する方法によっております。

 

（5）法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。

 

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

※１　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 40,491百万円

 

※１　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 39,194百万円

 

 

２　偶発債務

 

２　偶発債務

　保証債務

取引先機械購入資金借入・リー
ス債務他

　㈱共立印刷
他国内顧客251件

11,156百万円

　レオンスデュプレ社
他海外顧客512件

7,306百万円

　計 18,462百万円

(上記のうち外貨による保証債務)

43,978千米ドル　(4,653百万円)

12,933千ユーロ　(2,173百万円)

120千英ポンド　 (25百万円)

4,360千加ドル　　(427百万円)

 

　保証債務

取引先機械購入資金借入・リー
ス債務他

　㈱共立印刷
他国内顧客262件

12,054百万円

　レオンスデュプレ社
他海外顧客510件

7,198百万円

　計 19,253百万円

(上記のうち外貨による保証債務)

44,031千米ドル　(4,411百万円)

15,456千ユーロ　(2,445百万円)

120千英ポンド　 (24百万円)

3,243千加ドル　　(317百万円)

 

※３　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
投資その他の資産　　　　　　　　　770百万円

※３　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
投資その他の資産　　　　　　　　　697百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

従業員給料賃金手当 1,620百万円

販売出荷費 1,281百万円

製品保証引当金繰入額 159百万円

賞与引当金繰入額 12百万円

役員退職慰労引当金繰入額 82百万円

役員賞与引当金繰入額 15百万円

貸倒引当金繰入額 53百万円

債務保証損失引当金繰入額 158百万円

減価償却費 139百万円

研究開発費 1,542百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　

現金及び預金勘定 41,762百万円

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金　

△1,607百万円

有価証券勘定（譲渡性預金） 1,410百万円

現金及び現金同等物 41,565百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計（累計）期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期

連結会計期間末

　普通株式 （株） 68,292,340

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期

連結会計期間末

　普通株式 （株） 665,031

　

３　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成20年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,352 20平成20年３月31日平成20年６月25日

　

(2)　基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

　通貨関連のデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当

該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

　

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連

種類
契約額等

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

為替予約取引

　売建 21,362 21,705 △343

通貨スワップ取引 1,088 － △21

合計 － － △364

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

当社グループの事業は印刷機械の製造、販売並びに修理加工等を行なっており、単一のセグメントに基づ

いております。このため事業の種類別セグメント情報は開示しておりません。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　

日本

(百万円)

米州

(百万円)

欧州

(百万円)

その他地域

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

11,562　2,673　8,629　2,406　25,271　 －　 25,271　

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高

13,946　 21　 95　 5　 14,069　（14,069） －　

計 25,508　2,695　8,724　2,411　39,340　（14,069）25,271　

営業利益又は
営業損失（△）

2,503　△358　 △337　 △33　 1,774　（1,387） 387　

(注) １　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

①　国又は地域の区分の方法 ……………………地理的近接度によっております。

②　各区分に属する主な国又は地域　　　　　 米州：アメリカ合衆国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欧州：オランダ・イギリス・フランス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 その他地域：香港・台湾・オーストラリア

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　

米州 欧州 アジア その他地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万
円）

3,893　 7,502　 6,036　 1,290　 18,721　

Ⅱ　連結売上高（百万
円）

－　 －　 －　 －　 25,271　

Ⅲ　連結売上高に占め
る海外売上高の割
合（％）

15.4　 29.7　 23.9　 5.1　 74.1　

(注) １　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

①　国又は地域の区分の方法 ……………………地理的近接度によっております。

②　各区分に属する主な国又は地域　　　　　 米州：アメリカ合衆国・カナダ・ブラジル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欧州：オランダ・イギリス・フランス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　アジア：中国・香港・台湾

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

　

2,310.32円

　

　

2,304.73円

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 156,240　 155,863　

普通株式に係る純資産額（百万円） 156,240　 155,863　

普通株式の発行済株式数（千株） 68,292 68,292

普通株式の自己株式数（千株） 665 664

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（千株）

67,627　 67,627　

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第１四半期連結累計期間

　

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日)

 

１株当たり四半期純利益 16.59円

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益　　 －

 

(注)　１.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２.１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万円） 1,122　

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,122　

普通株主に帰属しない金額（百万円） －　

普通株式の期中平均株式数（千株） 67,627　

　

(重要な後発事象)

　

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月７日

株式会社小森コーポレーション

取締役会　御中

　

あらた監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　小沢　直靖

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　大橋　佳之

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社小森コーポレーションの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸

借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社小森コーポレーション及び連結子会

社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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